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2 福祉部分掌事務

名

a)部の統括に関すること。

②福祉の施策に係る総合調整に関すること。

③高齢社会対策に係る福祉施策の企画及ぴ推進に関すること。

④介護保険事業の企画に関すること。

⑤社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉法人(障害福祉課、こども

政策課及び幼児課の所管に係るものを除く。)の設立の認可等に関すること。

⑥養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置の認可等に関すること。

⑦社会福祉法による社会福祉施設(障害福祉課、こども政策課及び幼児課の所管

に係るものを除く。)の設置等の届出の受理に関すること。

⑧介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービス事業者の指定等に関す

ること。

⑨介護保険法による介護老人保健施設の開設の許可等に関すること。

⑩老人福祉法(昭和38年法律第 1.33号)による有料老人ホームの設置等の届出の

受理に関すること。

⑪生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設の設置等の認可に関す

ること。

⑫老人ディサービスセンターに関すること。

⑬民生委員及び児童委員に関すること(福祉事務所の所管に係るものを除く。)。

⑭社会福祉法による社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監督に関すること。

⑮介護保険法による介護サービス事業者の立入検査に関すること。

⑯老人福祉法による有料老人ホームの立入検査に関すること。

朔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律

第,123 号)による指定障害福祉サービス事業者等の立入検査(障害福祉課の所管

に係るものを除く。)1こ関すること。

佃)児童福祉法(昭和 22年法律第 164号)による指定障害児通所支援事業者等の

立入検査(障害福祉課の所管に係るものを除く。)に関すること。

姻)社会福祉審議会(障害福祉課及びこども政策課の所管に係るものを除く。)、

民生委員推薦会及び地域密着型サービス等事業者選定審査会に関すること。

⑳部内事務の連絡調整に関すること。
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課 名

高齢者すこやか支援課

a)高齢者の福祉の措置に関すること(福祉事務所の所管に係るものを除く。)。

②福祉の措置に要する費用の徴収に関すること。

③長寿祝金に関すること。

④軽費老人ホームの事務費に関すること。

⑤介護保険の被保険者の要介護、要支援認定に関すること。

⑥地域支援事業の企画に関すること。

⑦老人福祉団体の育成及び連絡調整に関すること。

⑧老人福祉センター及び老人憩の家の設置及び改良に関すること。

⑨地域包括支援センターとの連絡調整に関すること。

佃)介護認定審査会、地域包括支援センター運営協議会、養護老人ホーム等入所判

定審査会及び高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会に関すること。

分 掌 事 務

m 障害児・者の自立の支援噛立支援医療費のうち育成医療に係る支給によるも

のを除く。)に関すること(福祉事務所の所管に係るものを除く。)。

②身体障害者手帳の交付に関すること。

信}障害児・者の福祉医療費に関すること。

④社会福祉法に基づく障害者支援施設の設置の許可等に関すること。

⑤社会福祉法による社会福祉法人(福祉総務課、こども政策課及び幼児課の所管

に係るものを除く。)の設立の認可等に関すること。

⑥障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定障

害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定等

に関すること。

⑦児童福祉法による指定障害児通所支援事業者の指定等に関すること。

⑧障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定障

害福祉サービス事業者等の立入検査(福祉総務課の所管に係るものを除く。)に

関すること。
ノ

⑨児童福祉法による指定障害児通所支援事業者の立入検査(福祉総務課の所管に

係るものを除く。)に関すること。

⑩発達障害に関すること。

⑪障害者虐待の防止に関すること。

⑫障害を理由とする差別の解消の促進に関すること。

⑬難病に関すること(健康づくり課及び保健所の所管に係るものを除く。)。

⑭障害福祉センターに関すること。

⑮社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会(審査部会を含む。)、障害者施策推

進協議会及び障害支援区分認定審査会に関すること。

⑯社会福祉法人長崎市社会福祉事業団との連絡調整に関すること。

⑰障害児・者福祉団体との連絡調整に関すること。

障 害 福 祉

3

課



課

介

名

保 険

地域包括ケアシステム

室進推

課

務

介護保険被保険者の資格の認定及び保険給付に関すること。

介護保険料の賦課、.徴収猶予及び減免に関すること。

事

臨時特別給付金室

地域包括ケアシステムの構築に関すること。

地域包括ケア推進協議会に関すること。

在宅医療・介護の連携推進に関すること。

介護予防・生活支援体制整備に関すること。

包括ケアまちんなかラウンジに関すること。

多機関型包括的支援体制構築事業に関すること。

地域りハビリテーション推進に関すること。

分

福祉事務所

掌

砂

事

御住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給に関すること。

園

福

務

Ⅱ)利用者の生活指導、介護等に関すること。

祉

名

高齢者すこやか支援課

総 務

4

民生委員及び児童委員に関すること(福祉事務所の所管に係るものに限る。)。

所内事務の連絡調整に関すること。

障

高齢者の福祉の措置に関すること(福祉事務所の所管に係るものに限る。)。

老人ホームの入所者の遺留品の処分に関すること。

害

a)障害児・者の自立の支援に関すること(福祉事務所の所管に係るものに限る。)'。

②児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による障害福祉サービスの提供等

に関すること。

③身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による障害者支援施設等へ

の入所措置に関すること。

④知的障害者福祉法(昭和35年法律第釘号)の規定による障害者支援施設等への

入所措置に関すること。

⑤特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による

障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律

(昭和60年法律第34.号)の規定による福祉手当の支給に関すること。
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部長兼福祉事務所長

福祉総務課(18)<部長含む>

課長

課長補佐

総務係長(4)

企画推進係長(5)

指導監査係長(6)

3 福祉部職員名簿(係長以上)

やまぐち

山口伸一

高齢者すこやか支援課(30)

次長兼課長

課長補佐

総務係長(8)

認定審査係長(11)

地域支援係長(9)

しんいち

かわま

令和 4年6月1日現在

職員総数 104 名

()数字は職員数

河間
あさだ

浅田
はたじり

畑尻
えんどう

遠藤

ひろし

広志
まさみ

正己

まゆみ

真由美
なおみ

直美
まさし

誠司

829-1 146 (直通)

般醐ミ翻 2690

搬醐熱翻 2694

搬淋艇話 2691

被湘熱籬 5890

微淋能話 2631

2626

(直通)

(直通)

市砺帳翻 2600

おいきかずゆき

笈木和幸
ずさき畠い

洲崎愛
まつやま とものり

松山智度
まつした ひであき

松下英朗
つ.づき L',,ご

都々木伸吾
おおにし みやこ

大西美弥子

(直通)829 -1 1 61

2620

松励線翻

市語臆翻

般淋^翻

殻淋線翻

2621

障害福祉課(29)

次長兼課長

総務企画係長(9)

福祉係長(フ)

支援係長(10)

社会福祉事業団派遣(2)

2610

まえだ

月1」田
たけぷ

武分
ひらさこ

平迫
まつお

松尾
なかもと

中本

2617

5

6 (直通)829-125

ゆうこ

2611

裕子
わか二

和歌子
まさくに

正邦
ゆういちろう

雄一郎
じゅん二

浮子

842-2525

般淋ミ聯 2646

2614

2623

(直通)829 -1 1 41

842-2525

殻醐線翻

殻醐線藷

市衛腿龍

般醐艇話

都
岡



介護保険課(14)

課長

保険料係長(刀

給付係長(6)

地域包括ケアシステム推進室(フ)

次長兼室長

岑茜

刈茅

中村

かるかや

,

躍士
けん

謙

俊介
なかむら

まつながやすかず

松永泰和

臨時特別給付金室(4)

室長

係長

しゅんすけ

829 -1 1 63 (直通)

松所帳醗 2680

般所腿翻 2681

般所腿籬 2683

しぷや

渋谷
のせ

野瀬
あらき

荒木

896 -2040 (直通)

二うし

浩司

さやか

みずほ

高砂園(2)

園長

829 -1 421 (直通)

市舗峻髄 2640

市舗膿聯 2648

市箭腿翻 2648

なかむら

中村
しらき

白木

6

ふとし

ゆたか

821 -8 1 1 2 (直通)

市舗腿髄 6140

市舗腿髄 6142

⑥]長
長

太
櫓
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課名

長崎市社会福祉協議会補助金

事業名

長崎市シルバー人材センター補助金

4 令和4年度福祉部事業概要

高島地区小規模多機能型居宅介護事
業所運営費補助金

地域福祉の向上を図るため、暴崎市社会福祉協議会に対し
て、管理運営費の助成を行う。

高齢者施設開設準備費補助金

高年齢者の生きがいと就労機会の増大を目的とする長崎市シ
ルバー人材センターに対し、国の実施要綱に基づき運営費の助
成を行う。
(会員数 702人(R4.3))

般

高島地区において、介護サービスを安定的に提供するため、
運営費補助を行うこ、を前提として公募し開設した小規模多磯
能型居宅介護事業所に対し、運営費の助成を行う。

事業概要

高齢者福祉施設整備事業費補助金
(小規模多機能型居宅介護事業所)

計

小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型共同生活介
護事業所が、開設時から安定Lた質の高いサーピスを提供する
ことができるよう、施設の円滑な開設に必要な費用の一部を助
成する。
(内訳)

令和3年度釘,755千円(3事業所)
※3事業所の全額(37,7郭千円)を令和4年度へ繰越

高齢者福祉施設整備事業費補助金
(認知症対応型共同生活介護事業所)

(単位:千円)

「通い」を中心として、要介護者の態様や希望に応じて随時
「詰問」や「泊まり」を組み合わせるサーピスを行う小規模多

機能型居宅介護事業所の整備にかかる費用の一部を助成する。
(内訳)

令和3年度 33,600千円 a事業所)
※1事業所の全額(33.600千円)を令和4年度へ繰越

予算額

151,266

民生委員協議会活動費補助金

認知症高齢者に対して、共同生活の中で、入浴・排せっ.
亨等の介護、日常生活上の世話、機能訓練奪のサービスを行う
認知症対応型共同生活介護事業所の整備にかかる費用の一部を
助成する。
(内訳)
令和3年度 67,200千円(2事業所)
※2事業所の全額(67,200千円)を令和4年度へ繰越

フ,724

地域の社会福祉の推進に努めている民生委員・児童委員、地
区民生委員児童委員協議会及びこれらの活動を支える長崎市民
生委員児童委員協議会に対し、助成を行う。
(49地区、定数1.012人(R4.4))

23,176

Π1 地区活勳費
1人当たり
1地区当たり

②個人活動費
一般
会長

③事務局職員人件費
④活動振込手数料等

(繰越分)
37.755

(繰越分)
33,600

44,2舵千円
34,000円

200,000円
舶,881 千円

能,100円
114,600円

フ,305 千円
279 千円

(繰越分)
67,200

120,673
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課名 事業名

友愛訪問委託費

移送支援サービス費※

訪問理美容サービス費※

一人薯らし高齢者及び高齢者のみの世帯に対して民生委員が
訪問し、日常生活の相談、助言を行う。

寝具洗濯乾燥サービス費※

斜面地等に居住する事業対象者け二だし運動機能項目に該当
がある者に限る)に対して、サーピス事業者を派遣し、通院、
買物、日常的な社会生活の支援を行う。

日常生活用具給付費※

高棚者安心火災警報器給付費
※

在宅の高齢者のうち、身体状況及び地域・交通事情等によ
り・、理容店や美容院に出向くことが困難な方に対し、出張によ
る訪問理美容サーピスを提供する。

事業概要

長寿祝金費

般

在宅で寝たきり等の高齢者の寝具の衛生保持を図るため、洗
濯、乾繰のサービスを実施する。

一人暮らしの高齢者等で心身機能の低下に伴い防火等の配慮
が必要な方に対し、電磁調理器、火災警報器、自動消火器を給
付する。

高齢者交通費助成費

計

一人暮らしの高齢者等で心身機能の低下に伴い防火等の配慮
が必要な方に対し、火災警報器(無線式連動型に限る)及ぴ屋
外警報ブザーを給付する。

(単位:千円)

「敬老の日」行事費

高齢者に対し、その長寿を祝福するとともに、敬老の意を表
するため99歳の方に長寿祝金を5万円支給する。

予算額

シルバー作品展開催費

高齢者の社会活動への参加を促進し、生きがいを高めるた
め、年度中に70歳以上に達する高齢者に、 1C力ードによるバ
ス、電車の助成又は利用券の交付によるタクシー、船舶等の交
通費助成を年間5,000円程度まで行う。

.

8,580

老人クラブ助成費

1}市長及び市議会議長による最高齢者、最高齢夫婦及び老人
ホーム等施設訪問
②自治会及び老人クラブ等で開催されている敬老会への出席
③百歳到達者へ顕彰電報及ぴ記念品の送付

畢

707

長崎市老人クラブ連合会補助金

敬老の日を中心に、市内在住の60歳以上の方の創作品を一般
市民に展示し、高齢者の生きがいと市民の敬老精神の高揚を図
る。また、開催期間中に、世代間交流イベント「ものづくり体
験コーナー」を実施する。

95

長崎県すこやか長寿財団負担金

387

ふれあい入浴デー事業費

老人ウラブの健全な育成を図るため、活動に必要な経費のー
部を助成する。

※契約及び支払いは高齢者すこやか支援課で行い、利用の決定などサービスの提供に係る業務は各総合峯務所で行う0

1,530

寓島地区高齢者ふれあいサロン
運営費

老人クラブ連合会の諸活勳に必要な享務費、人件費等の経費
の一部を補助する。

1,424

ねんりんビッウの開催や高齢者の生きがいと健康づくり、介
・普及等を行う長崎県すこやか長寿財団へ負護知識・技術実習

担金を支出する。

17,549

70歳以上の高齢者に対して、一般公衆浴場を毎月1回(毎月
25日)無料で入浴できるように助成する。

430,139

長崎市設高島市場空き店舗において高齢者ふれ商いサロンを
開設し、高齢者の健康増進、介護予防と教養の向上の場として
広く開放する。

8

1,548

547

17,860

14,759

313

2,932
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課名 事業名

老人ホーム入所措置費

生活支援ハウス運営費

おおむね65歳以上の者で、環境上及び経済的理由により、居
宅において養護を受けるこ乞が困難な者を養護老人ホームへ入
所させる措置を行う。

軽費老人ホーム事務費補助金

原則として60歳以上の一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属
する者及ぴ家族による援助を受けることが困難な者であって、
高齢等のために独立して生活することに不安がある者に対し、
生活援助員を配置した住居を提供し、居住者に対する各種稔
談、助言指導、緊急時の対応、保健・福祉サービスの利用手続
きの援助及び地域住民と交流を図るための場所を提供する。

避難行動要支授者支援費

事業概要

60歳以上(夫婦で入所する場合は一方が60歳以上)で、家庭
環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困
難な者を低額な料金で入所させ、日常生活上必要な便宜を供与
するため、軽費老人ホームに対し入所者の所得.に応じて事務に
要する経費の一部を補助する。

ふれあい訪問収集

介護予防訪問介護相当
サーピス事業費

避難行動要支援者の新規把握及ぴ名簿の更新と情報提供に関
する同意の確認を行ったうぇで、名簿を整備し関係機関への情
報提供を行うとともに、避難行動要支援者の個別遮難計画を作
成し、地域における支援体制を構築する。

(単位:千円)

生活援助サービス事業費

斜面地等に居住する一人暮らし高齢者及び障害者等で、本人
二よるごみ出しが困難な方に戸別収集を行い、収集時に盆掛け
を実施し、安否の確認も行う。(ゼロ予算事粂)

予算額

短期集中型訪問サービス
事業費※

要支援者又は事業対象者(以下、「要支援者等」という。)
で、自力では困難な日常生活勳作、有するに対して、介護¥防
を盲的に入浴、排せっ、食事等の身体介護や生活擾島を行う。

823,885

介護予防通所介護相当
サービス事業費

一人暮らし、又は高齢者のみの世帯等で、家族が疾病や障害
等により家族支授が難しい要支援者等に対して、介護予防を目
的に、生活に必要な掃除、洗濯、調理等の家事支授を行う。

40.682

ミニデイサービス亭業費

要支援者等に対して、保健、医療の専門職(管理栄養士.歯
科衛生士・理学療法士・作業療法士)等が栄養状態、口腔機
能、生活機能向上のため、短期閻集中的に訪問指導をhう。

住民主体型通所サービス
事業費

505,819

身体介助や生活援助、見守りが必要な要支援者等に対し、食
事.入浴・その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを
提供する。

短期集中型通所サービス
享業費※

生活援助や見守りが必要な要支援者等に対し、機能訓練やレ
クリエー.シヨンなどを半日(3~5時問)程度で行う。

総合支援配食サービス事
業費※

※契約及び支払いは高齢者すこやか支援課で行い、利用の決定などサービスの提供に係る業務は各総合事務所で行う。

4,940

介護予防ケアマネジメン
ト事業費

要支援者等に対して、運動機能向上
ラムを短期間集中的に集団で実施し、
図り、介護予防を推進する。

0

573,800

一人暮らしまたは高齢者のみの世帯の要支援者等に対L、栄
養のバランスの'れた食事を定期的に提供し、要介護状態1こな
ることを予防するとともに、訪問の際に利用者の安否確認も併
せて行う。

要支援者等に対して、介護予防及び日常生活支援を目的とし
て、その心身の状態、置かれている環境、その他の状況に応じ
て、自立に向けた適切なサービスが包括的かっ効率的に提供さ
れるようケアマネジメントを行う。

44,242

1,917

・認知機能向上のプログ
心身機能の維持・向上を

988,984

117,568

20,141

40,738

13.405

9
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課名 事業名

特例介護予防通所介護相
当サービス事業費

特伊」ミニデイサービス事業
費

特例介護予防ケアマネジメ
ント事業費

介護予防通所介護相当サーピスの確保が著しく困難である附
島等に居住する要支援者等が同サービスに相当するサービスを
利用した場合に、サーピスに要した費用の一定割合を支給す
る。

介

高額介護予防・生活支援
サービス事業費

ミニディサーピスの確保が著しく困難である敲島等に居住ず
る要支援者又は事業対象者が同サービスに相当するサービスを
利用した場合に、サービスに要Lた費用の【定割合を支給す

謹

高額医療合算介護予防・
生活支援サービス事業費

る。

保

地

事業概要

特例介護予防通所介護相当サーピス又は特例ミニデイサーピ
スをケアプラン等に位置付け、ケアマネジメントを実施した場
合に要した費用を支給する。

介護予防把握事業費

険

域

要支援者等が介護予防,生活支援サーピス等を利用した際に
負担すべき限度額を超えた額を支給する。

事

支

介護予防普及啓発事業費

要支援者等が医療保険と介護予防・生活支援サーピス等の自
己負担が高くなったときは、両制度の限度額を適用した後に、
世帯内で1年間の自己負担限度額を超えた額を支給する。

業

援

口腔ケア指導事業養

事業対象者の身体の状態等を把握ずるための情報提供塞を医
療機関に委託して作成するとともに、これを活用して、閉じこ
もり等め何らかの支援を要する者を早期に把握し、介護予防活
動へつなげる。

特

事

(単位:千円)

生涯元気事業費

別

業

予算額

介護が必要な状態になることを予防するため、介護予防に関
するパンフレット等を配布し普及啓発を図る。

費

地域活動支援事業讐

高齢者を対象に、地域において歯科衛生士等による口腔機能
向上のための教育及び口腔清掃指導を行い、口腔機能低下によ
る摂食,喋下機能の低下を防止する。

'

計

660

高齢者を対魚に、地域において運動を中心に介護予防に閏す
る具体的な実践方法を紹介し、高齢者が自宅や地域で畠主的に
実践・習慣化を図り、要介護状態になることを防止する。

生活介護支援サポーター
事業費

.

318

1}介護予防やポランティア活動についての研修を行い、ボラ
ンティアを育成し、介護予防享業に参加する高齢者の支緩を行
つ0

②地城支援ボランティアポイント制度を実施する二とによ
り、高齢者の社会参加及び地域貢献を奨励し、元気で生き生き
と暮らす二とのできる地域社会の実現を目指す。

.i

一般介護予防事業評価事
業費

包括的支援享業費

236

身近な場所で交流を行い、市民自ら実施する高齢者ふれあい
サロンや介護老人福祉施設等でボランティア活動を行う生汚"
介護支援サポーターを育成・支援L、サロン活動の促進やボラ
ンティアを受ける高齢者の介護予防を図る。また、サボーター
自身の生きがいづくりや健康増進を図り、介護予防を図る。

1,858

認知症総合支援事業費

一般介護予防事業を含め、総合事業全体を評価し、事業の推
進を図る。

1,033

介護予防事業のマネジメント、介護保険外のサービスを含む
寓齢者や家族に対する総合的な相談・支擾、権利擁護事業及び
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を実施する。

地域ケア会護推進事業費

4,437

地域の支援機関等の連携を図るための支援並びに認知症の人
及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進
員を配置するとともに、認知症の人の家族に対する支援を行
う。また、認知症高齢者及びその家族に関わる認知症初期集中
支援チームを設置する。

2,81 1

50,595

地域ケア個別会議(個別ケースを検討する地域ケア会議)及
び地域ケア推進会議(個別ケースの検討により共有された地域
課題の解決等を検討する地域ケア会議)を開催する。

5,282

4.フ78

387

519,588

100,903

10
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課名 事業名

俳佃高齢者等家族支援事
業費※

介

家族介護支援事業費※

遭
地

保
域

認知症の高齢者等が俳佃した場合に、介護している家族に現
在位置の情報を提供し、早期発見につなげる。

成年後見制度利用支援事
業費

険
支

a)在宅で寝たきりの高齢者を介護する家族に紐おむっ等の介
護用品を支給する。
②介護保険サービスを利用しないで在宅で介護する家族に慰
労金を支給する。
(3)家族介護教室を開催する。

事
援

業

事業概要

事

判断能力が不十分な認知症高齢者等で親族による成年後見人
の選任の申立が見込めない場合等に、市長が親族に代わり家庭
裁判所に成年後見人の選任の申立を行う。市長申立麦用、後見
人等への報酬を本人が負担することが困難な場合や専門職後見
人の家裁塞判報酬が低額の場合に助成を行う。また、関係機関
との情報交換及び普及啓発を通じ、課題等について協議を行う
とともに、制度をより有効的・効果的に利用できる体制を整え
る。

高齢者世話付住宅生活援
助員派遣事業費

特
業

別

介護相談員派遣事業費

費

高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)に居住する高齢者
に対し、併設又は隣・近接するディサービス等の事業を実施し
ている社会福祉法人等から生活援助員(LSA)を派遣し、
活指導、相談、安否確認、一時的な家事援助及び緊急時の対応
等のサービスを提供することで、高齢者が自立して安全かつ快
適な生活を営むことができるよう支授する。

要介護者配食サービス事
業費※

計

(単位:干円)

予算額

介護相談員を派遣し、
相談等に応じる。

緊急時訪問介護事業費※

介護認定審査会費

※契約及び支払いは高齢者こやか支援課で行い、利用の決定などサービスの提供に係る業務は各総合事務所で行う。

要介護状態と判定された一人暮らし世帯、高齢者のみの世帯
に属する要介護者に対して、栄養のバランスのとれた食事を定
期的に提供し、介護状態の悪化を防止するとともに、訪問の際
に利用者の安否確認等も併せて行う。さらに他の食関連サービ
スとの調整を図り、食の自立支援を促進する。

認知症地域支援体制整備
事業費

73

認定調査等費

37,745

一人暮らしの高齢者等に対して、急病や災害等の緊急時に、
緊急通報装置による通報をうけ、迅速かっ適切な対応を図ると
ともに、必要に応じて訪問介護員の派遣を行う。

介護保険サービス利用者の声を聞き、

認知症になっても住み慣れた地域で継続して生活できるよ
う、市民意識の向上を目的とした啓発活動の推進及び地域の関
係団体・事業所問の才、ツトワーク構築を図る。

10,410

介謹認定審査会の開催及び認定結果を通知する。

介護認定審査会資料作成のための認定調査、主治医意見書の
、

作成及ぴ提出等の事務を行う。

フ,093

1,170

13,1 16

17,067

1,801

81,827

345,867
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課名

福費
祉

事業名

障害者施策推進協議会費

介護給付費

訓練等給付費

障害者のための施策に関する基本的な計画に関し意見を述
べ、また、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進に必
要な事項、関係行政機関相互の連絡調整を要する事項について
調査審議する。

相談支援等給付費

障害児・者が安心して地域生活を送れるよう、個々の障害程
度や勘案すべき亭項を踏まえ、個別に支給決定を行う「障害福
祉サービス」のうち、日常生活において必要な居宅介護や施設
での日中活動支授などの給付を行う。

補装具給付費

事業概要

障害児・者が安心して地城生活を送れるよう、個々の障害程
度や勘案すべき事項を踏まえ、個別に支給決建を行う「障害福
祉サービス」のうち、自立生活に必要な就労支援や共同生活援
助(グループホーム)などの給付を行う。

高額障害福祉サービス費

障害福祉サービスの利用計画における相談及び作成や施設等
から地域生活への移行に向けた支援等の給付を行う。

障害児通所給付費

身体障害児・者の日常生活の便宜を図るため、補装具の購
入・修理・借受けに要した費用を支給する。

般

障害児相談支援給付費

(単位:千円)

同じ世帯で他にも障害福祉サーピスを受けている者及び障害
福祉サービスと介護保険のサーピスを受けている者並ぴに補装
具の購入又は修理に要した費用について、モの合算額が利用者
負担の月額上限を超えた場合に、その超えた額を支給する。

予算額

基幹相談支援センター費

t

計

障害児が児童発達支援や放課後等デイサービス等の通所サー
ピスを利用するための費用を支給する。

642

地域活動支援センター1型費

障害児が通所サービス及び障害福祉サービスを新規または継
続して利用する際に、必要な相談支援を受けるための費用を支
給する。

5,505,47フ

.

地域活動支援センターⅢ型費

、

社会福祉士、精神保健福祉士等の専門的職員を配置した基幹
相談支援センターを設貴し、委託相誠支援事業所、計画相誠・
障害児相談支援事業所等と連携して困難事例対応や各事業所相
談員に対する専門的指導・助言、人材育成の支援等の業務を総
合的に行う。

4,364,386

住宅入居等支援費

専門職員を配置し、医療、福祉及ぴ地域の社会基盤との連携
強化を図るための調整、地滅ボランティア育成、障害に対する
理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。

221,824

障害者相談支援費

145,217

創作的活勳、生産活動の機会の提供等、地域の実情に応じた
支援を行う事業所に対L、運営費を助成する。

移動支援費

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人
がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、必要な調
整や家主等への相談助言を通じて障害者の地域生活を支援す
る。

日常生活用具給付費

6,503

日中一時支援費

障害者等の福祉に関する各般の問題について、障害者等の相
談に応じ、必要な情都の提供、連絡調整を行う。

2,474.450

訪問入浴サービス費

屋外での移勤が困難な障害児・者に対し、社会生活上不可欠
な外出及ぴ余暇活動等の社会参加のために外出する際の移動の
支援を行う。

119,825

成年後見制度利用支援費

在宅の重度障害児・者に対L日常生活の便宜を図るため、日
常生活用具の給付を行う。

日中において監護する者がいないため、一時的に支援が必要
な障害児・者に活勳の場を提供し、見守り、社会に適応するた
めの日常的な訓練等を行う。

13,000

入浴が困難な在宅の身体障害児・者に対し、訪問により居宅
での入浴サービスを提供する。

22,000

身寄り力なく、判断能力力十分でない知的者、精神者に
ついて、市長が家庭裁判所に対し、後見人等の選任を求めて申し立
てを行う。費用負担が困難な場合にぱ、市が一部又は全額を本人に
代わり負担する。また、市長申立以外の者の成年後見人等に就任し
た専門職後見人において、家裁饗判額の決定額によっては、後見人
活動に支障が生じる場合があるため、その活動に対する費用を助成
する。

19,500

5,000

31,200

130,554

12

147,410

2.090

13,340

2,898
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課名 事業名

ピアサポーター養成費

手話通訳者養成費

手話通訳者派這費

精神障害者等の社会参加を促進するため、自らの障害.疾病の経
験を持ち、その経験を活かしながら、障害者のための支援を行うピア
サボーターの養成及び福祉事業所奪への雇用に繋げるための周知
啓発活勳を行う。

要約筆記者養成費

聴覚障害者等の福祉に理鯛と熱意を有する者に、手話等の指
導を行い、手話通訳者として養成する。

要約筆記者派遣費

聴覚障害者等が公的機関又は医療機関等に出向くことが必要
なとき、適当な付添人が得られないため、円滑な意思の疎通に
支障がある場合に、手話通訳者を派遣する。

事業概要

盲ろう者向け通訳・介助員養
成費

盲ろう者向け通訳・介助員派
遣費

聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する者に、 要約筆記等
の指導を行い、要約筆記者として養成する。

般

自動車改造助成費

聴覚障害者等が公的機関又ぱ医療機関等に出向くことが必要
なとき、適当な付添人が得られないため、円滑な意思の疎通に
支障がある場合に、要約筆記者を派遣する。

自動車運転免許取得助成費

視覚・聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する者に、盲ろ
う者とのコミュニケーション等の指導友び外出時の移動響の支
援についての指導を行い、盲ろう者向け通訳・介助員として養
成する。

(単位:千円)

点宇・声の広報等発行費

',

計

予算額

盲ろう者の円滑なコミュニケーション及び外出時の移勳等を
支援するため、盲ろう者向け通訳・介助員を派遣する。

高額地域生活支緩給付費

重度の身体障害者が就労等のため自ら所有する自動車を改造
する際に要する経費の一部を助成する。

2,093

発達障害啓発費

身体障害者が就職等のため運転免許を取得する場合にその費
用の一部を助成する。

2.844

地方公共団体等の広報などを、点訳又は音訳化して障害者に
情報提供する。

手話普及啓発費

地域生活支援事業と障害福祉サービス等の併給を受けている
場合、その利用料を合算し、合算した額が障害福祉サービスの
月額上限額を超える場合、その超える地域生活支援事業の額を
支給する。

6,424

障害者アート啓発費

1,789

発達障害への理解促進を図るため、関係機関で構成するネッ
トワーク会議を開催し、課題等を把握するとともに、講演会の
開催など啓発活勳を行う。

手話への理解促進及び手話の普及、手話を使用しやす.い環境
の整備を進めることにより、障害のある人もない人も共に生き
る「共生社会」の実現を図るための取組みを行う。

970

障害福祉センター運営費

芸術文化活動を通じ、障害に対する理解を促すとともに、障
害者の社会参加の推進を図るため、障害者が製作したアート作
品に多くの市民が触れる機会として作品展を開催する。

582

一祉の拠点的な設として、在宅者等の福祉の増
進を図るため、平成4年4月か巨サーピスを開始しナニ。

「社会福祉注人長崎市社会福祉事業団」を指定盲理者として
指定し、次の事業を実施Lている。

m 管理運営費
② 身体障害者福祉センター費
③ 障害児通所支援費
④地域活動支援センターⅡ型費
⑤相談支援費
⑥障害者就労支援相談所運営費
{フ}診療所費
⑧障害児等療育支援費
⑨機能訓練費

331

600

400

1,616

368

600

1,215

1,993

13

345.981
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課名 事業名

障筈者テレワーケロボット就労促
進費

授産製品販完促進費

長崎市に居住している障害者のうち、障害の特性により通所
や通勤が困難な重度障害者などに、テレワークロボットを活用
し、新市庁舎の案内業務等に従事してもらうことで、障害者の
社会参加や就労支援の拡充につなげる。

更生医療給付費

福祉的就労を行う障害者の社会参加の促進と授産製品の売上
向上、授産工賃アップを図るため、市内商店街で障害者の店
「はあと屋」を運営し、授産製品の店舗販売、移動販売、情報

発信並びにオンライン販売を行うとともに、共同受注に取組
む。

事業概要

心身障害者福祉医療費

身体障害者が手術等により障害の程度を軽くしたり、機能を
回復させたりするための医療について、その費用を支給する。

、

璽度障害者福祉手当給付費

重・中度心身障害者が健康保険等により診療を受けた場合
に、病院等へ支払った負担金の一部に相当する額を支給する。

川身体障害者手帳1、 2級及び療育手帳AI、 A2並びに精
神障害者保健福祉手帳1級所持者は、医療取扱機関ごとに、ー
部負担金の額から 1日につき800円(1か月にっき、 1,600円を
限度)を差し引いた額を支給(藁局の保険給付を受けたとき
は、一部負担金に相当する額)
②身体障害者手帳3級及び療育手帳B1所持者は、川の2分
の1を支給

般

特別障害者手当給付費

(単位:千円)

障害児福祉手当給付費

予算額

移送支援サーピス費

計

在宅の20歳以上の重度障害者で、陣害基礎年金及び特別障害
者手当の支給要件に該当しない者のうち、日常生活において常
時介護を要する者に手当を支給する。

゛

4,259

配食サービス費

在宅の20歳以上の重度障害者で、日常生活において常時特別
の介護を要する者に手当を支給する。(ただし、 3か月以上入
院している者等は除く)

、

福祉緊急連絡装置設置費

在宅の20歳未満の重度障害児で、日常生活において常時介護
を必要とする者に手当を支給する。

13,906

相談員設置費

斜面地等に居住する障害者で、一人で歩行が困難な者に対
し、移送支援サーピス享業者を派遣し、福祉施設の利用や通院
などの外出の支援を行う。

961,379

重度障害者福祉タクシー利用
助成費

障害、傷病等の理由により食事の調理が困難な身体障害者に
対し食事の配達によるサービスを提供するとともに、訪問の
際、利用者の安否確認等を行う。

独居重度身体障害者の緊急時の事故防止及び生命の安全を図
るため、緊急通報装孟の設置,を行う。

障害者交通費助成費

975.215

障害者の更生援護に関し、本人又は保護者からの相談に応
じ、関係機関への連舗や必要な援助を行う。

障害児通学支擾費

在宅の重度身体障害者で車椅子利用者、視覚障害者(1級)
及び重度知的障害者が容易に外出できるようにするため、タク
シー料金の一部を助成する。

ノ

3,403

障害児・者が交通機関を利用することにより、社会的活動の
参加の機会を促進し、もって障害者の自立を図ることを目的と
して、 10力ード(バス・電車)の利用実績に応じたポイント、
またはタケシー、ガソリン、船舶利用券のうちいずれか1つを
年間5,000円程度交付する。

障害者団体研修費助成費

障害者福祉施設整備事業費

144,755

41,909

特別支援学校小学部または中学部の児童・生徒のうち、付添
人がいなけれぱ通学ができないにもかかわらず、付添人の体調
不良等の理由により送迎ができず、本人の理由によらず児童・
生徒が欠席せざるを得ない場合において、福祉タクシー等を利
用して通学した際の利用料金を助成する。

3,766

障害者の活動を助成し、障害者の社会参加を促進するため、
障害者団体が行う研修等に係る費用の一部を助成する。

1,355

平成4年の建設から相当年数が経過し、施設・設備の各所に老朽
化がみられる障害福祉センターにおいて、緊急性等を確認しながら
計画的に修繕・取替等の整備を行う。

483

613

6,718

114,995

14

193

1,100

33,900
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課名

低所得者利用者負担軽減費

事業名

雜島サービス支援費

徴収費

介護・介護予防サーピス等諸費

介護保険制度における利用者負担を一定の条件を満たす者に
ついて減額する。

高額介護サービス等費

哉島内にサ【ビス事業者がない場合など、雛島においてサー
ピス提供基盤が確保されていない居宅サーEス受給の円滑化を
図る。

高額医療合算介護サービス等費

被保険者への年問保険料及び納付方法の通知、督促状の発送
等にかかる経費。

事業概要

別

市町村特別給付費

要介護・要支援被保険者を対象に介護・介護予防給付事業を
行う。

要介護・要支援被保険者が介護・介護予防サービスを利用し
た際に負担すべき限度額を超えた場合に高額介護サービス費と
して給付する。

特定入所者介護サービス等麦

要介護・要支援被保険者が医療保険と介護保険の自己負担が
高くなったときは、両制度の限度額を適用した後に、世帯内で
1年間の自己負担限度額を超えた場合に高額医療合算介護サー
ピス費として給付する。

介護適正化特別対策
事業費

斜面地等に居住する要介護"・要支援被保険者の居宅サーピス
の適切な利用の促進及び日常的な社会参加のための移送手段で
長崎市介護保険条例第4条に規定する市町村特別給付である移
送支援サーピスの給付にかかる経費。

(単位:千円)

福祉用具・住宅改修支援
事業費

多機関型包括的支援体制構築事業費

予算額

所得の低い要介護・要支援被保険者が介護保険施設等を利用
した際に負担する食費及び居住費の合計額と所得の状況等に応
じて定められた負担限度額との差額を支給する。

介護サービスが本来の目的に沿ウた形で提供され、高齢者の
自立支援に資するものとするため、サーピス内容の適正化及び
介護費用の適正化を図る。

2,449

1.182

地域りハピリテーション活
動支援事業費

36,891

少子高齢化や単身世帯の増加、地域のっながりの希薄化など
が進み、福祉二ーズが多様化、複雑化する中、高齢、障害、子
育て、生活困窮など多分野・多機関に渡る福祉分野に関連する
相談にワンストップで対応するための相誠窓口(多機関型地域
包括支援センター)を設置L、福祉分野に関連ずる複合的な課
題を抱える者へ適切な支援を提供する。

42,793,597

地域包括ケア推進協議会
費

716,883

地域における介護予防の取組を機能強化するために、「在宅
支援りハピリセンタ」」を設置し、地域包括支援セン、一等と
連携しながら、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会
議、住民運営の通いの場等へのりハビリテーション専門職等の
関与を促進する。

在宅医療・介護連携推進
事業費

105,724

団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、住民が住み慣れ
た地域で安心して暮らし続けられるよう、医療・介護・予防・
生活支援・住まいのサーピスを一体的に提供ずる地域包括ケア
システムの構築を図る。

生活支援体制整備峯業費

179,881

住民税非課税世帯等に対する臨時特
別給付金給付事業費

医療及び介護・福祉の総合相談窓口であるとともに、地域包
括ケアシステムの実現に向けた在宅医療・介凄連携推進事業の
拠点として「包括ケアまちんなかラウンジ」を設置し、事業運
営を長崎市医師会に委託する。

1,37フ,039

生活支援コーディネーターを配置し、NP0やボランティア、
シルバー人材センターなど多様な主体による地域での支え合い
体制づくりを推進するとともに、高齢者の社会参加により介護
予防の促進及び多様な日常生活上の生活支援や介護予防サーピ
スの充実を図る。

29'539

高砂園運営費

140

新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、生活・暮
しにお困りの方々への支援として、住民税非課税世帯およびら

家計急変世帯に対して1世帯当たり10万円の給付金を支給す
る。

34,651

老人福祉法第20条の4に規定する老人福祉施設(養護老人
ホーム)で、65歳以上の者であって、環境上の理由及ぴ経済的
理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所さ
せ、養護する。

定員40名

8,718

4,094

36,452

22,608

15

(繰越分)

2,572,551

29,996
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